
京都市小児慢性特定疾病審査会条例（平成２６年１２月２６日京都市条例第  号）（保健

福祉局保健衛生推進室保健医療課） 

  児童福祉法の一部改正に伴い，小児慢性特定疾病医療費の支給認定に係る審査を行う 

 小児慢性特定疾病審査会として設置する京都市小児慢性特定疾病審査会に関し必要な事 

 項を定めるとともに，京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例に基づき設置し 

 ている京都市小児慢性特定疾患対策審査会を廃止することとしました。 

  この条例は，平成２７年１月１日から施行することとしました。 
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 京都市小児慢性特定疾病審査会条例を公布する。 

  平成２６年１２月２６日 

京都市長 門 川 大 作 

京都市条例第  号 

   京都市小児慢性特定疾病審査会条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，児童福祉法及び児童福祉法施行規則に定めるもののほか，同法第１

９条の４第１項の規定により設置する京都市小児慢性特定疾病審査会（以下「審査会」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審査会は，委員１５人以内をもって組織する。 

（招集及び議事） 

第３条 審査会は，会長が招集する。ただし，会長及びその職務を代理する者が在任しな

いときの審査会は，市長が招集する。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ 審査会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 審査会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 

５ 審査会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか，審査会に関し必要な事項は，市長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２７年１月１日から施行する。 

（関係条例の一部改正） 

２ 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  別表１京都市小児慢性特定疾患対策審査会の項を削る。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に前項の規定による改正前の京都市
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執行機関の附属機関の設置等に関する条例別表１に規定する京都市小児慢性特定疾患

対策審査会（以下「旧審査会」という。）にされた諮問で，この条例の施行の際当該諮

問に対する答申がされていないものは，審査会にされた諮問とみなし，当該諮問につい

て旧審査会がした審議その他の手続は，審査会がした審査その他の手続とみなす。 

（委員の任期の特例） 

４ この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は，施行日に審査会の委員として任

命されたものとみなす。この場合において，その任命されたものとみなされる者の任期

は，旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。 

（保健福祉局保健衛生推進室保健医療課） 


